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○大東市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例 

平成６年３月２８日 

条例第３号 

大東市廃棄物の処理及び清掃に関する条例（昭和４７年条例第１２号）の全部を改正す

る。 

目次 

第１章 総則（第１条―第６条） 

第２章 市民の参加及び協力（第７条・第８条） 

第３章 廃棄物の減量の推進（第９条―第１２条） 

第４章 一般廃棄物の適正処理（第１３条―第２０条） 

第５章 地域の清潔の保持等（第２１条―第２３条の３） 

第６章 手数料（第２４条―第２７条） 

第７章 補則（第２８条―第３３条） 

附則 

第１章 総則 

（目的） 

第１条 この条例は、廃棄物の発生を抑制し、再生利用の促進により廃棄物の減量を推進

するとともに、廃棄物を適正に処理し、あわせて生活環境を清潔に保持することによっ

て、生活環境の保全及び公衆衛生の向上並びに環境にやさしい資源循環型都市の形成を

図り、もって市民の健康で快適な生活を確保することを目的とする。 

（定義） 

第２条 この条例における用語の意義は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和４５

年法律第１３７号。以下「法」という。）及び浄化槽法（昭和５８年法律第４３号）の

例による。 

２ この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

(1) 家庭系廃棄物 一般家庭の日常生活に伴って生じた廃棄物をいう。 

(2) 事業系一般廃棄物 事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、産業廃棄物以外の廃棄

物をいう。 

(3) 再生利用 活用しなければ不要となる物又は廃棄物を再び使用し、又は資源として

利用することをいう。 
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(4) 再生資源 資源の有効な利用の促進に関する法律（平成３年法律第４８号）第２条

第４項に規定する再生資源をいう。 

(5) 再生品 再生資源を用いて製造又は加工された物品をいう。 

（市の責務） 

第３条 市は、あらゆる施策を通じて、廃棄物の発生を抑制し、再生利用を促進する等に

より廃棄物の減量を推進するとともに、廃棄物の適正な処理を図らなければならない。 

２ 市は、前項の責務を果たすため、廃棄物の減量及び適正な処理に関する市民及び事業

者の意識の啓発を図るよう努めなければならない。 

（事業者の責務） 

第４条 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理

しなければならない。 

２ 事業者は、廃棄物の発生を抑制し、及び再生利用を促進することにより、廃棄物を減

量しなければならない。 

３ 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、その製品、容器等が廃棄物となった場

合において、その適正な処理が困難になることがないようにしなければならない。 

４ 事業者は、廃棄物の減量及び適正な処理に関する市の施策に積極的に協力しなければ

ならない。 

５ 事業者は、地域の清潔保持に努めるとともに、地域の清潔保持に関する市の施策に積

極的に協力しなければならない。 

（市民の責務） 

第５条 市民は、廃棄物の発生を抑制し、再生利用を図り、その生じた廃棄物をなるべく

自ら処分すること等により、廃棄物の減量に努めなければならない。 

２ 市民は、廃棄物の減量及び適正な処理に関する市の施策に積極的に協力しなければな

らない。 

３ 市民は、地域の清潔保持に努めるとともに、地域の清潔保持に関する市の施策に積極

的に協力しなければならない。 

（相互協力） 

第６条 市、事業者及び市民は、廃棄物の減量及び適正な処理並びに地域の清潔保持の推

進に当たっては、相互に協力し、連携しなければならない。 

第２章 市民の参加及び協力 
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（市民の参加及び協力の推進） 

第７条 市長は、廃棄物の減量及び適正な処理を推進するための施策の実施に当たっては、

市民の参加及び協力のもとで行われるよう、必要な措置を講じなければならない。 

２ 市長は、廃棄物の減量及び適正な処理を推進するために、市民の意見を施策に反映す

ることができるよう、必要な措置を講じなければならない。 

３ 市長は、廃棄物の減量を推進するために、市民の自主的な活動に対し、必要な援助と

協力を行わなければならない。 

（廃棄物減量等推進員） 

第８条 市長は、一般廃棄物の減量等を推進するため、廃棄物減量等推進員を委嘱するこ

とができる。 

２ 廃棄物減量等推進員は、一般廃棄物の減量のための施策への協力、市民の自主的活動

の推進その他の活動を行う。 

第３章 廃棄物の減量の推進 

（市の廃棄物の減量） 

第９条 市長は、資源ごみ（市長が行う一般廃棄物の収集において、再生利用を目的とし

て分別して収集するものをいう。）の収集、廃棄物の再生利用の促進に努めなければな

らない。 

２ 市長は、物品の調達に当たっては、再生品又は再生利用が容易な物を積極的に使用す

るとともに、市の管理する施設から廃棄される物品等について再生資源を分別する等再

生利用を促進し、自ら廃棄物の減量に努めなければならない。 

（事業者の廃棄物の減量） 

第１０条 事業者は、再生利用の可能な物の分別の徹底を図る等再生利用を促進すること

により、その事業活動に伴って生じる廃棄物を減量しなければならない。 

２ 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、再生資源及び再生品を積極的に利用す

るよう努めなければならない。 

３ 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、長期間使用することが可能な製品の開

発、製品の修理体制の整備等により、廃棄物の発生の抑制に努めなければならない。 

４ 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、再生利用の容易な製品、容器等の開発

に努めるとともに、その製品、容器等の再生利用の方法についての情報を提供する等に

より、その製品、容器等の再生利用を促進しなければならない。 



4/11 

（事業者の包装等の適正化） 

第１１条 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、自ら包装、容器等に係る基準を

設定する等によりその適正化を図り、廃棄物の発生の抑制に努めなければならない。 

２ 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、再生利用が容易な包装、容器等の普及

に努め、使用後の包装、容器等の回収措置を講ずる等により、廃棄物の減量に努めなけ

ればならない。 

（市民の廃棄物の減量） 

第１２条 市民は、商品を選択するに際しては、当該商品の内容及び包装並びに容器等に

おいて、廃棄物の減量及び環境保全に配慮した商品を選択するよう努めなければならな

い。 

２ 市民は、物品の長期使用並びに不用品の活用及び交換により、廃棄物の減量に努めな

ければならない。 

３ 市民は、再生品又は再生利用が可能な物を積極的に使用し、再生利用の可能な物の分

別を行うとともに、再生資源の集団回収等の市民の自主的な活動に参加し、協力する等

により、廃棄物の減量に努めなければならない。 

第４章 一般廃棄物の適正処理 

（一般廃棄物処理計画） 

第１３条 市長は、法第６条第１項に規定する一般廃棄物処理計画（以下「処理計画」と

いう。）を制定又は変更したときは、これを告示するものとする。 

（一般廃棄物の処理） 

第１４条 市長は、家庭系廃棄物を生活環境の保全上支障が生じないうちに処理しなけれ

ばならない。 

２ 事業者は、事業系廃棄物を生活環境の保全上支障が生じないうちに自ら運搬し、若し

くは処分し、又は廃棄物の収集若しくは、処分を業として行う者に運搬させ、若しくは

処分させなければならない。 

（占有者の協力義務） 

第１５条 土地又は建物の占有者（占有者がない場合には、管理者とする。以下「占有者」

という。）は、その土地又は建物から排出される家庭系廃棄物のうち、生活環境の保全

上支障のない方法で容易に処分することができる廃棄物については、自ら処分するよう

努めなければならない。 
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２ 占有者は、自ら処分できない家庭系廃棄物については、処理計画に従い、適正に分別

し、保管する等市長が行う収集、運搬及び処分に協力しなければならない。 

３ 市長は、占有者が前項の規定に違反していると認めるときは、当該占有者に対し、改

善その他必要な措置を講ずるよう指示することができる。 

（事業系一般廃棄物の自己処理責任） 

第１６条 占有者は、その土地又は建物から排出される事業系一般廃棄物を生活環境の保

全上支障が生じないうちに自ら運搬し、若しくは処分し、又は一般廃棄物の収集、運搬

若しくは処分を業として行うことのできる者に収集、運搬若しくは処分させなければな

らない。 

（一般廃棄物の自己処理の基準） 

第１７条 占有者は、その一般廃棄物を自ら処理するときは、廃棄物の処理及び清掃に関

する法律施行令（昭和４６年政令第３００号）第３条又は第４条の２の定める基準に準

じて、適正に処理しなければならない。 

（多量排出占有者に対する指示） 

第１８条 市長は、事業系一般廃棄物を多量に排出する占有者に対し、当該事業系一般廃

棄物の減量計画の作成及び提出その他必要な指示を行うことができる。 

（排出禁止物） 

第１９条 占有者は、市長が行う一般廃棄物の処理に際して、次に掲げる一般廃棄物（市

長が行う一般廃棄物の収集において収集対象物とするものを除く。）を排出してはなら

ない。 

(1) 有害性のある物 

(2) 危険性のある物 

(3) 引火性のある物 

(4) 著しく悪臭を発する物 

(5) 特別管理一般廃棄物 

(6) 前各号に掲げるもののほか、一般廃棄物の処理を困難にし、又は一般廃棄物処理施

設の機能に支障を生ずる物 

２ 占有者は、前項各号に掲げる一般廃棄物を処理しようとするときは、市長の指示に従

わなければならない。 

（適正処理困難物の指定） 



6/11 

第２０条 市長は、製品、容器等で廃棄物となった場合にその適正な処理が困難となる物

を適正処理困難物として指定することができる。 

２ 市長は、前項の規定により指定した適正処理困難物の製造、加工、販売等を行う事業

者に対して、自らの責任において、これを回収する等必要な措置を講ずるよう指示する

ことができる。 

３ 市民は、前項に規定する事業者が適正処理困難物を回収する等必要な措置を講ずる場

合は、これに協力しなければならない。 

第５章 地域の清潔の保持等 

（投棄の禁止） 

第２１条 何人も、市の区域内においてみだりに廃棄物を捨ててはならない。 

（公共の場所の清潔保持） 

第２２条 何人も、道路、公園、広場、河川その他の公共の場所を汚損してはならない。 

２ 前項に規定する公共の場所の管理者は、当該管理の場所の清潔を保持するため、みだ

りに廃棄物が捨てられないよう必要な措置を講じなければならない。 

（土地等の清潔保持） 

第２３条 土地又は建物の占有者は、その占有し、又は管理する土地又は建物の清潔の保

持に努めなければならない。 

２ 占有者は、その土地又は建物の境界に囲いを設ける等みだりに廃棄物が捨てられるこ

とのないよう、適正な管理に努めなければならない。 

（土砂飛散の防止等） 

第２３条の２ 土木工事、建築工事その他の工事を行う者は、その工事施行に際し、土砂、

廃材、資材等が道路その他の公共の場所に飛散し、脱落し、流出し、又は堆積しないよ

うこれらの物を適正に管理しなければならない。 

（印刷物等配布者の清掃義務） 

第２３条の３ 道路、公園、広場その他の公共の場所において、印刷物等を公衆に配布し、

又は配布させた者は、その場所に印刷物等が飛散した場合は、速やかにその場所を清掃

し、当該印刷物等を適正に処理しなければならない。 

第６章 手数料 

（一般廃棄物処理手数料） 

第２４条 一般廃棄物の処理手数料は、別表に掲げるとおりとする。 
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２ 粗大ごみの処理手数料は、証紙による収入の方法により徴収する。 

３ 前２項に定めるもののほか、手数料の徴収に関し必要な事項は、規則で定める。 

第２５条 削除 

（手数料の減免） 

第２６条 市長は、天災その他特別の理由があると認めるときは、第２４条の手数料を減

額し、又は免除することができる。 

（一般廃棄物収集運搬業の許可申請手数料等） 

第２７条 法第７条第１項の規定による一般廃棄物収集運搬業の許可を受けようとする者、

同条第６項の規定による一般廃棄物処分業の許可を受けようとする者、法第７条の２第

１項の規定による一般廃棄物収集運搬業若しくは一般廃棄物処分業の事業範囲の変更の

許可を受けようとする者、浄化槽法第３５条第１項の規定による浄化槽清掃業の許可を

受けようとする者又は当該許可を受けた者で許可証の再交付を受けようとする者は、当

該申請の際、次の各号に掲げる手数料を納付しなければならない。 

(1) 一般廃棄物収集運搬業許可申請手数料 １件につき６，０００円 

(2) 一般廃棄物処分業許可申請手数料 １件につき６，０００円 

(3) 一般廃棄物収集運搬業変更許可申請手数料 １件につき６，０００円 

(4) 一般廃棄物処分業変更許可申請手数料 １件につき６，０００円 

(5) 浄化槽清掃業許可申請手数料 １件につき６，０００円 

(6) 許可証再交付申請手数料 １件につき３，０００円 

２ 既納の手数料は、返還しない。 

第７章 補則 

（報告の徴収） 

第２８条 市長は、法第１８条第１項に規定するもののほか、この条例の施行に必要な限

度において、占有者又は事業者その他必要と認める者に対して、必要な報告を求めるこ

とができる。 

（立入調査） 

第２９条 市長は、法第１９条第１項に規定するもののほか、この条例の施行に必要な限

度において、その職員に、占有者又は事業者その他必要と認める者の土地又は建物に立

ち入り、必要な調査をさせることができる。 

２ 前項の規定により立入調査をする職員は、その権限の有することを証する証明書を携
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帯し、関係者にこれを提示しなければならない。 

３ 第１項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈して

はならない。 

（指導及び勧告） 

第３０条 市長は、第１８条、第１９条第２項又は第２０条第２項の規定による指示に従

わない者に対し、必要な指導を行い、期限を定めて、改善その他必要な措置を講ずるよ

う勧告することができる。 

（公表） 

第３１条 市長は、前条の規定により勧告を受けた者が、当該勧告に従わない場合は、そ

の旨を公表することができる。 

２ 市長は、前項の規定による公表をしようとするときは、あらかじめ、当該公表をされ

るべき者にその旨及び理由を通知し、意見陳述の機会を与えなければならない。 

（受入拒否） 

第３２条 市長は、第１８条の規定による指示に従わないことにより第３０条の規定によ

る勧告を受けた占有者が、前条第１項の規定による公表をされた後において、なお、当

該勧告に係る措置を講じないときは、当該占有者が排出する事業系一般廃棄物の市の処

理施設での受入れを拒否することができる。 

（委任） 

第３３条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定

める。 

附 則 

この条例は、平成６年１０月１日から施行する。 

附 則（平成１０年条例第２７号） 

（施行期日） 

１ この条例は、平成１１年４月１日から施行する。 

附 則（平成１１年条例第５号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（平成１２年条例第１２号） 

この条例は、平成１２年４月１日から施行する。 

附 則（平成１７年条例第７号） 
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（施行期日） 

１ この条例は、平成１７年８月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例による改正後の大東市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例別表の規定は、

この条例の施行の日以後における申込みに係る一般廃棄物の収集、運搬及び処分につい

て適用し、同日前における申込みに係る一般廃棄物の収集、運搬及び処分については、

なお従前の例による。 

附 則（平成１８年条例第６号）抄 

（施行期日） 

１ この条例は、規則で定める日（以下「施行日」という。）から施行する。 

（平成１８年規則第３１号で平成１８年６月５日から施行） 

附 則（令和４年条例第１１号） 

（施行期日） 

１ この条例は、令和５年７月１日から施行する。 

（適用区分） 

２ 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後に申込みのある粗大ごみの処理につ

いて適用する。 

附 則（令和５年条例第２号） 

この条例は、令和５年７月１日から施行する。 

別表（第２４条関係） 

種別 取扱区分 回数 手数料 

ごみ 一般家庭 汚物容器（４５リットル

相当量のもの）１個 

週間２回

収集 

無料 

多量に排出する業態者及び家庭は、

従量制とする（汚物容器４５リット

ル相当のもの）。１個につき 

週間２回

収集 

月額 １，３２０円 

毎日収集 週間２回収集に準じて

市長がそのつど決定 

臨時に収集するもの 多量に排出するものに準じて市

長がそのつど決定 
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粗大ごみ ３辺（高さ、幅及び奥行きをいう。

以下この表において同じ。）がいず

れも３０センチメートル以下のもの 

随時 無料 

３辺のうち、いずれかが３０センチ

メートルを超え、かつ、３辺の合計

が３メートル未満のもの 

１点につき ３００円 

３辺の合計が３メートル以上のもの １点につき ６００円 

動物の死体 犬猫等小動物の死体 １体 ２，０００円 

し

尿 

一般家庭及びこ

れに準ずるもの 

普通便槽 基本料 １世帯１回につき １

００円 

人数割 １人につき１回 ７５

円 

特殊便槽 基本料 １世帯１回につき １

００円 

人数割 １人につき１回 ７５

円 

特別料 １世帯１回につき ２

５０円 

簡易水洗便槽 人数割 １

人 

１回につき ８０

０円 

２

人 

１回につき ９５

０円 

３

人 

１回につき １，

１００円 

４

人 

１回につき １，

２５０円 

５

人 

１回につき １，

４００円 

６ １回につき １，
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人 ５５０円 

７

人 

１回につき １，

７００円 

上記以外のもの 著しく排出量の多いもの又は比較的

不特定多数の人が立入するところ 

基本料 １回につき ２５０円 

従量制 １８リットル １２０

円 

臨時に申込みがあつたとき 基本料 １回につき １，００

０円 

従量制 １８リットル １２０

円 

備

考 

普通便槽及び特殊便槽並びに簡易水洗の人数割については、７人以上の世帯は７人と

みなして計算する。 

 


